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規

則

■群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
省
令
第
五
条
の
五
の
二
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

省
令
第
五
条
の
五
の
二
の

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
廃
止
確
認
申

別
記
様
式
第
七
号
の

二
第
一
項

請
書

二

第
二
条
の
表
省
令
第
五
条
の
十
の
二
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

省
令
第
五
条
の
十
の
二
の

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
廃
止
確
認
申

別
記
様
式
第
十
三
号

二
第
一
項

請
書

の
二

別
表
中

「

八

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分

別
記
様
式

正
本
一
部
及
び

場
廃
止
確
認
申
請
書
（
市

第
七
号

副
本
一
部

町
村
の
設
置
に
係
る
一
般

を

廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）

」

「

八

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分

別
記
様
式

正
本
一
部
及
び

場
廃
止
確
認
申
請
書
（
基

第
七
号

副
本
一
部

準
不
適
合
水
銀
処
理
物
の

埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ

る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

及
び
市
町
村
の
設
置
に
係

る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
、

八
の
二

一
般
廃
棄
物
最
終

別
記
様
式

正
本
一
部
及
び

処
分
場
廃
止
確
認
申
請
書

第
七
号
の

副
本
一
部

（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理

二

物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供

さ
れ
る
一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
（
市
町
村
の
設
置
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

」

「

十
四

一
般
廃
棄
物
最
終
処

別
記
様
式

正
本
一
部
及
び

分
場
廃
止
確
認
申
請
書

第
十
三
号

副
本
一
部

（
市
町
村
の
設
置
に
係
る

を

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

」

「

十
四

一
般
廃
棄
物
最
終
処

別
記
様
式

正
本
一
部
及
び

分
場
廃
止
確
認
申
請
書

第
十
三
号

副
本
一
部

（
市
町
村
の
設
置
に
係
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

（
基
準
不
適
合
水
銀
処
理

物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
改

十
四
の
二

一
般
廃
棄
物
最

別
記
様
式

正
本
一
部
及
び

終
処
分
場
廃
止
確
認
申
請

第
十
三
号

副
本
一
部

書
（
基
準
不
適
合
水
銀
処

の
二

理
物
の
埋
立
処
分
の
用
に

供
さ
れ
る
市
町
村
の
設
置

に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

」

め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
第
一
面
及
び
別
記
様
式
第
四
号
第
一
面
中
「石

綿
含

有
一

般
廃

棄
物

」
の
次
に

「

基
準

適
合

水
銀

処
理

物
又

は
基

準
不

適
合

水
銀

処
理

物

」
を
加
え
る
。

、

別
記
様
式
第
六
号
表
面
中
「埋

立
の

」
を
「埋

立
て

の

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中
「石

綿
含

有

一
般

廃
棄

物

」
の
次
に
「

基
準

適
合

水
銀

処
理

物
又

は
基

準
不

適
合

水
銀

処
理

物

」
を
加
え
る
。

、

別
記
様
式
第
七
号
表
面
中
「

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

」
を
「

基
準

不
適

合
水

銀
処

理
物

の
、

、

埋
立

処
分

の
用

に
供

さ
れ

て
い

な
い

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

」
に
改
め
、
「石

綿
含

有
一

般
廃

棄

物

」
の
次
に
「又

は
基

準
適

合
水

銀
処

理
物

」
を
加
え
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号

別記様式第７号の２（規格Ａ４）（第２条関係）

（表面）

一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者

ふりがな

住 所

ふりがな

氏 名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

郵便番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条第５項の規定により、基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に

供されている一般廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。

設 置 の 場 所

許可の年月日及び許可番号

埋め立てた水銀処理物の数量 ㎥

埋立地の面積及び埋立ての深さ

埋 立 処 分 の 方 法

埋 立 処 分 開 始 年 月 日

埋 立 処 分 終 了 年 月 日

悪臭の発散の防止に関する措置

の内容

火災の発生の防止に関する措置

の内容
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平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号

（裏面）

ねずみの生息及び害虫の発生の

防止に関する措置の内容

地 下 水 等 の 水 質 の 状 況

厚 さ 材 料 強 度

覆いの厚さ、材料及び強度

措 置 の 内 容

※ 事 務 処 理 欄

備考

１ ※の欄は記入しないこと。

２ 地下水等とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省

令（昭和５２年総理府・厚生省令第１号）第１条第２項第１０号の規定により採取された地下水等をい

う。

３ 覆いとは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第

１条の２第２項第４号の規定による覆いをいう。

４ 「措置の内容」の欄には、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

を定める省令第１条の２第３項第３号の規定により講じた措置の内容を記載すること。

５ ２部提出すること。
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別
記
様
式
第
九
号
表
面
及
び
別
記
様
式
第
十
号
中
「石

綿
含

有
一

般
廃

棄
物

」
の
次
に
「

基
準

、

適
合

水
銀

処
理

物
又

は
基

準
不

適
合

水
銀

処
理

物

」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
表
面
中
「埋

立
の

」
を
「埋

立
て

の

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中
「石

綿
含

有
一

般
廃

棄
物

」
の
次
に
「

基
準

適
合

水
銀

処
理

物
又

は
基

準
不

適
合

水
銀

処
理

物

」
を
加
え
る
。

、
別
記
様
式
第
十
三
号
表
面
中
「

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

」
を
「

基
準

不
適

合
水

銀
処

理
物

、
、

の
埋

立
処

分
の

用
に

供
さ

れ
て

い
な

い
一

般
廃

棄
物

最
終

処
分

場

」
に
改
め
、
「石

綿
含

有
一

般
廃

棄
物

」
の
次
に
「又

は
基

準
適

合
水

銀
処

理
物

」
を
加
え
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号
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平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号

別記様式第１３号の２（規格Ａ４）（第２条関係）

（表面）

一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者

名 称

代表者の氏名 印

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第１１項において準用する同法第９条第５項の規定によ

り、基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されている一般廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けたいの

で、関係書類及び図面を添えて申請します。

設 置 の 場 所

届 出 の 年 月 日

埋め立てた水銀処理物の数量 ㎥

埋立地の面積及び埋立ての深さ

埋 立 処 分 の 方 法

埋 立 処 分 開 始 年 月 日

埋 立 処 分 終 了 年 月 日

悪臭の発散の防止に関する措置

の内容

火災の発生の防止に関する措置

の内容
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平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号

（裏面）

ねずみの生息及び害虫の発生の

防止に関する措置の内容

地 下 水 等 の 水 質 の 状 況

厚 さ 材 料 強 度

覆いの厚さ、材料及び強度

措 置 の 内 容

※ 事 務 処 理 欄

備考

１ ※の欄は記入しないこと。

２ 地下水等とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省

令（昭和５２年総理府・厚生省令第１号）第１条第２項第１０号の規定により採取された地下水等をい

う。

３ 覆いとは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第

１条の２第２項第４号の規定による覆いをいう。

４ 「措置の内容」の欄には、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

を定める省令第１条の２第３項第３号の規定により講じた措置の内容を記載すること。

５ ２部提出すること。
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別
記
様
式
第
十
九
号
中

「４
※

の
欄

は
記

載
し

な
い

こ
と

を

。

５
２

部
提

出
す

る
こ

と

」

。
「４

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
が

省
令

第
１

２
条

の
７

の
１

６
第

１
項

第
５

号
の

２
又

は
第

６

号
に

掲
げ

る
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

（水
銀

処
理

物
に

係
る

も
の

に
限

る

）で
あ

る
場

。

合
に

あ
っ

て
は

「産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
に

お
い

て
処

理
す

る
一

般
廃

棄
物

の
種

類

」

、

の
欄

に
水

銀
処

理
物

を
処

理
す

る
旨

を

「産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
に

お
い

て
処

理
す

る

に

、

一
般

廃
棄

物
の

種
類

ご
と

の
年

間
処

理
量

の
見

込
み

」の
欄

に
基

準
適

合
水

銀
処

理
物

及

び
基

準
不

適
合

水
銀

処
理

物
の

そ
れ

ぞ
れ

の
年

間
処

理
量

の
見

込
み

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
※

の
欄

は
記

載
し

な
い

こ
と

。

６
２

部
提

出
す

る
こ

と

」

。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
中

「６
こ

の
届

出
書

は
変

更
又

は
廃

止
の

日
か

ら
１

０
日

以
内

に
群

馬
県

廃
棄

物
の

処
理

、
、

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
交

付
さ

れ
た

受
理

を

書
を

添
え

て
提

出
す

る
こ

と
。

７
２

部
提

出
す

る
こ

と

」

。

「６
当

該
施

設
が

省
令

第
１

２
条

の
７

の
１

６
第

１
項

第
５

号
の

２
又

は
第

６
号

に
掲

げ
る

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設

（水
銀

処
理

物
に

係
る

も
の

に
限

る

）で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
。

は

「一
般

廃
棄

物

」の
欄

に
水

銀
処

理
物

を
処

理
す

る
旨

を

「産
業

廃
棄

物
処

理
施

、
、

設
に

お
い

て
処

理
す

る
一

般
廃

棄
物

の
種

類
ご

と
の

年
間

処
理

量
の

見
込

み

」の
欄

に
基

準
適

合
水

銀
処

理
物

及
び

基
準

不
適

合
水

銀
処

理
物

の
そ

れ
ぞ

れ
の

年
間

処
理

量
の

見
込

に

み
を

記
載

す
る

こ
と

。

７
こ

の
届

出
書

は
変

更
又

は
廃

止
の

日
か

ら
１

０
日

以
内

に
群

馬
県

廃
棄

物
の

処
理

、
、

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
交

付
さ

れ
た

受
理

書
を

添
え

て
提

出
す

る
こ

と
。

８
２

部
提

出
す

る
こ

と

」

。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
裏
面
中
「の

記
載

の
あ

る

」
を
「が

記
載

さ
れ

た
も

の
で

個
人

番
号

、

（マ
イ

ナ
ン

バ

）の
記

載
が

な
い

」
に
改
め
る
。

ー

別
記
様
式
第
二
十
七
号
中
「石

綿
含

有
一

般
廃

棄
物

」
の
次
に
「

基
準

適
合

水
銀

処
理

物
又

は
、

基
準

不
適

合
水

銀
処

理
物

」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
三
十
一
号
裏
面
及
び
別
記
様
式
第
三
十
二
号
裏
面
中
「の

記
載

の
あ

る

」
を
「が

記

載
さ

れ
た

も
の

で
個

人
番

号

（マ
イ

ナ
ン

バ

）の
記

載
が

な
い

」
に
改
め
る
。

、
ー

別
記
様
式
第
三
十
七
号
中

「注
当

該
施

設
が

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物
の

溶
融

施
設

で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

「産
業

、

廃
棄

物
処

理
施

設
に

お
い

て
処

理
す

る
一

般
廃

棄
物

の
種

類

」の
欄

に
石

綿
含

有
一

般
廃

を

棄
物

を
処

理
す

る
旨

を
記

載
す

る
こ

と

」

。

「注
１

当
該

施
設

が
石

綿
含

有
産

業
廃

棄
物

の
溶

融
施

設
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

「産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
に

お
い

て
処

理
す

る
一

般
廃

棄
物

の
種

類

」の
欄

に
石

綿

含
有

一
般

廃
棄

物
を

処
理

す
る

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
当

該
施

設
が

省
令

第
１

２
条

の
７

の
１

６
第

１
項

第
５

号
の

２
又

は
第

６
号

に
掲

に

げ
る

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設

（水
銀

処
理

物
に

係
る

も
の

に
限

る

）で
あ

る
場

合
。

に
あ

っ
て

は

「産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
に

お
い

て
処

理
す

る
一

般
廃

棄
物

の
種

、

類

」の
欄

に
基

準
適

合
水

銀
処

理
物

又
は

基
準

不
適

合
水

銀
処

理
物

を
処

理
す

る
旨

を
記

載
す

る
こ

と

」

。

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号

裏
面
、
別
記
様
式
第
三
十
一
号
裏
面
及
び
別
記
様
式
第
三
十
二
号
裏
面
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
地
方
公
共
団
体

の
長
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
五
十
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
地
方
公
共

団
体
の
長
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
地
方
公
共
団
体

の
長
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
中
「
副
院
長
」
の
下
に
「
、
院
長
補
佐
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号
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告 示■

◎群馬県告示第２７７号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３５条第１項の規定により、

次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定し、平成２９年１１月１日から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

名称 区域 存続期間
禁止に係る特

定猟具の種類

荒砥川特定猟 前橋市及び伊勢崎市の一部で、前橋市道００－０８８号線と 平成２９年１ 銃器

具使用禁止区 荒砥川の交点（木三橋の右岸橋台）を起点とし、これから同市 １月１日から

域 道を南東に進み伊勢崎市道（伊）１２１号線に至り、これから 平成３９年１

同市道を南東に進み伊勢崎市道（伊）２１９号線との交点に至 ０月３１日ま

り、これから同市道を南に進み伊勢崎市道（伊）１－２７５号 で

線との交点に至り、これから同市道を南西に進み伊勢崎市道

（伊）１－５８６号線との交点に至り、これから同市道を南東

に進み伊勢崎市道（伊）１－２８５号線との交点に至り、これ

から同市道を南に進み伊勢崎市道（伊）１０３号線との交点に

至り、これから荒砥川右岸堤防の最南端に向かって北西に進み

同堤防に至り、これから同堤防を北西及び北に進み起点に至る

線で囲まれた一円の区域（２０ヘクタール）

◎群馬県告示第２７８号

鳥獣保護区設定の告示（昭和４２年群馬県告示第６８５号）の一部を次のように改正し、平成２９年１１月１日

から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表丸沼菅沼鳥獣保護区の項中「平成１９年１１月１日から平成２９年１０月３１日まで」を「平成２９年１１月

１日から平成３９年１０月３１日まで」に改める。

◎群馬県告示第２７９号

銃猟禁止区域の設定の告示（昭和４５年群馬県告示第４０９号）の一部を次のように改正し、平成２９年１１月

１日から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

５を次のように改める。

５



10
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名称 区域 存続期間
禁止に係る特
定猟具の種類

榛名荘特定猟 高崎市の一部で県道安中榛名湖線と市道２１３０線との交点 永年 銃器
具使用禁止区 を起点とし、これから同市道を南南西に進んで市道２１４６線
域 との交点に至り、これから同市道を北西に進んで市道１０６線

との交点に至り、これから同市道を北西に進んで市道２２４１
線との交点に至り、これから同市道を西に進んで市道２１８７
線との交点に至り、これから同市道を北北西に進んで県道安中
榛名湖線との交点に至り、これから同県道を東南東に進んでヤ
ゲン堀にかかる同県道橋梁の北端にある市道１０１線に通ずる
歩道との交点に至り、これから同歩道を北東に進んで市道１０
１線との交点に至り、これから同市道を南東に進んで市道２０
３線との交点に至り、これから同市道を南南東に進んで県道安
中榛名湖線との交点に至り、これから同県道を南東に進んで起
点に至る線で囲まれた一円の区域（５９ヘクタール）

◎群馬県告示第２８０号

鳥獣保護区設定の告示（昭和４７年群馬県告示第６０１号）の一部を次のように改正し、平成２９年１１月１日

から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表三名湖鳥獣保護区の項及び大塩鳥獣保護区の項を次のように改める。

三名湖鳥獣 藤岡市の一部で、主要地方道前橋長瀞線と林道保美浄法寺 平成１４年１ １ 指定区分 集
保護区 線との交点を起点とし、これから同林道を西に進んで平塚農 １月１日から 団渡来地

道に至り、これから同農道を北西に進んで県道下日野神田線 平成３４年１
に至り、これから同県道を西に進んで鮎川用水管理道に至 ０月３１日ま ２ 指定目的 集
り、これから同管理道を北西に進んで県道上日野藤岡線に至 で 団で渡来する水
り、これから同県道を北東に進んで主要地方道神田吉井停車 鳥等の渡り鳥の
場線に至り、これから同主要地方道を南東に進んで主要地方 保護を図るため
道前橋長瀞線に至り、これから同主要地方道を南に進んで起
点に至る線で囲まれた一円の区域（３７０ヘクタール）

大塩鳥獣保 富岡市南後箇、岡本及び岩染の一部で、県道下仁田小幡線 平成１４年１ １ 指定区分 集
護区 と市道浅香入線との交点を起点とし、これから同県道を東に １月１日から 団渡来地

進んで富岡市と甘楽郡との境界線に至り、これから同境界線 平成３４年１
を南西に進んで峰峠（６６２メートル）を経て県道秋畑富岡 ０月３１日ま ２ 指定目的 集
線（藤田峠）に至り、これから同県道を北に進んで市道菅原 で 団で渡来する水
岩染線に至り、これから同市道を北東に進んで起点に至る線 鳥等の渡り鳥の
で囲まれた一円の区域（５８０ヘクタール） 保護を図るため

表小根山鳥獣保護区の項中「平成１９年１１月１日から平成２９年１０月３１日まで」を「平成２９年１１月１

日から平成３９年１０月３１日まで」に改め、同表備考を削る。
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◎群馬県告示第２８１号

銃猟禁止区域の設定の告示（昭和５１年群馬県告示第６４５号）の一部を次のように改正し、平成２９年１１月

１日から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１の項から１４の項までを削り、次の表を加える。

名称 区域 存続期間
禁止に係る特
定猟具の種類

西小地区特定 渋川市の一部で、主要地方道渋川松井田線と市道１－４２２ 永年 銃器
猟具使用禁止 ６号線との交点を起点とし、これから同主要地方道を南西に進
区域 んで市道軽浜線との交点に至り、これから同市道を北に進んで

市道金井大野線との交点に至り、これから同市道を東に進んで
市道１－５６６９号線との交点に至り、これから同市道を北東
に進んで市道１－５６４２号線との交点に至り、これから同市
道を南に進んで市道元町入沢線との交点に至り、これから同市
道を南に進んで市道１－４２２６号線との交点に至り、これか
ら同市道を南に進んで起点に至る線で囲まれた一円の区域（５
１ヘクタール）

入原西原特定 利根郡昭和村及び沼田市の一部で、県道下久屋渋川線と佐久 永年 銃器
猟具使用禁止 発電所綾戸取水口専用道路との交点を起点とし、これから同専
区域 用道路を南西に進んでダムサイドに至り、これから同ダムサイ

ドを南西に進んで国道１７号との交点に至り、これから同国道
を北西に進んで県道岩本停車場線との交点（久呂保橋）に至
り、これから同県道を北東に進んで県道下久屋渋川線との交点
に至り、これから県道下久屋渋川線を南に進んで起点に至る線
で囲まれた一円の区域（１０８ヘクタール）

久原特定猟具 富岡市妙義町の一部で、主要地方道一ノ宮妙義線と市道１１ 永年 銃器
使用禁止区域 ２４４号線との交点を起点とし、これから同市道を南西に進ん

で市道１１２３５号線との交点に至り、これから同市道を西に
進んで市道久原丹生線との交点に至り、これから同市道を北に
進んで主要地方道一ノ宮妙義線と市道三ッ屋西横野線との交点
に至り、これから同市道を北北東に進んで鹿島橋を経て市道１
１１２６号線との交点に至り、これから同市道を南東に進んで
市道１１１５７号線との交点に至り、これから同市道を東に進
んで県道宇田磯部停車場線と市道１１０８６号線との交点に至
り、これから同市道を東に進んで富岡市黒川と富岡市妙義町下
高田との境界に至り、これから同境界を南に進んで県道宇田磯
部停車場線との交点に至り、これから同県道を北に進んで市道
１１１９９号線との交点に至り、これから同市道を西に進んで
市道１１３７７号線との交点に至り、これから同市道を南に進
んで市道１１３７４号線との交点に至り、これから同市道を西
に進んで主要地方道一ノ宮妙義線との交点に至り、これから同
主要地方道を西に進んで市道本村新光寺１号線との交点に至
り、これから同市道を北東に進んで高田川右岸土手上道路との
交点に至り、これから同右岸土手上道路を北西に進んで市道１
１３３６号線との交点に至り、これから同市道を南に進んで主
要地方道一ノ宮妙義線との交点に至り、これから同主要地方道
を西に進んで起点に至る線で囲まれた一円の区域（３９ヘクタ
ール）

紅葉山特定猟 甘楽郡甘楽町の一部で、町道富士の越線と町道５―５０号線 永年 銃器
具使用禁止区 との交点を起点とし、これから町道富士の越線を南南西に進ん
域 で町道５―５０号線と農道（歩道）との交点に至り、これから
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同農道を南西に進んで紅葉山から町道富士の越線に通ずる農道
との交点に至り、これから同農道を南南西に進んで町道５―１
０６号線に接する水路に通ずる歩道との交点に至り、これから
同歩道を西北西に進んで町道５―１０６号線との交点に至り、
これから同町道を北に進んで町道５―３７号線との交点に至
り、これから同町道を北東に進んで町道５―４８号線との交点
に至り、これから同町道を東に進んで町道５―４９号線との交
点に至り、これから同町道を南東に進んで町道５―５０号線と
の交点に至り、これから同町道を東北東に進んで起点に至る線
で囲まれた一円の区域（２０ヘクタール）

日本実験医学 吾妻郡東吾妻町の一部で、町道１０の１４号線とさかさから 永年 銃器
研究所特定猟 まつ雑木林界との交点を起点とし、これから同町道を北に進ん
具使用禁止区 で共同飼育場の桑畑と私有界（雑木林）との交点に至り、これ
域 から同境界を東に進んで農道１０の１０４号線との交点に至

り、これから同農道を東南に進んで桑畑と私有林（雑木林）と
の交点に至り、これから西南に進んで起点に至る線で囲まれた
一円の区域（１７ヘクタール）

館林特定猟具 館林市及び邑楽郡邑楽町の一部で、市道１－１２号線と市道 永年 銃器
使用禁止区域 ２－２６号線との交点を起点とし、これから市道１－１２号線

を北西に進んで主要地方道佐野行田線との交点に至り、これか
ら同主要地方道を南に進んで主要地方道熊谷館林線との交点に
至り、これから同主要地方道を南西に進んで市道６１７３号線
との交点に至り、これから同市道を北西に進んで市道６１８９
号線との交点に至り、これから同市道を西に進んで市道６２０
６号線との交点に至り、これから同市道を南に進んで市道６２
９８号線との交点に至り、これから同市道を西に進んで市道６
２８０号線との交点に至り、これから同市道を北に進んで館林
市と邑楽町の境界線に至り、これから同境界線を北に進んで県
道古戸館林線との交点に至り、これから同県道を東に進んで邑
楽町道１３－５２号線との交点に至り、これから同町道を北に
進んで市道７１２４号線との交点に至り、これから同市道を北
に進んで市道７１１０号線との交点に至り、これから同市道を
東に進んで市道７０９８号線との交点に至り、これから同市道
を北東に進んで市道７０９６号線との交点に至り、これから同
市道を東に進んで市道７３８７号線との交点に至り、これから
市道７０９９号線を北東に進んで市道１－７号線との交点に至
り、これから同市道を北西に進んで市道１－５号線との交点に
至り、これから同市道を北東に進んで市道８３５２号線との交
点に至り、これから同市道を北に進んで市道８２３７号線との
交点に至り、これから同市道を北東に進んで主要地方道足利館
林線との交点に至り、これから同主要地方道を南に進んで市道
２－１５号線との交点に至り、これから同市道を東に進んで東
武鉄道佐野線との交点に至り、これから同鉄道を北東に進んで
市道２１０８号線との交点に至り、これから同市道を東に進ん
で市道２１２４号線との交点に至り、これから同市道を南西に
進んで市道２－１３号線との交点に至り、これから同市道を南
西に進んで市道２０９３号線との交点に至り、これから同市道
を東に進んで市道２０９０号線との交点に至り、これから同市
道を南に進んで市道２０４８号線との交点に至り、これから同
市道を南に進んで市道２０４７号線との交点に至り、これから
同市道を南に進んで市道２０７０号線との交点に至り、これか
ら同市道を東に進んで市道３０８２号線との交点に至り、これ
から同市道を東に進んで市道３０８３号線との交点に至り、こ
れから同市道を南に進んで市道３０４６号線との交点に至り、
これから同市道を南に進んで市道３０４５号線との交点に至
り、これから同市道を南に進んで市道１－９号線との交点に至
り、これから同市道を西に進んで主要地方道館林藤岡線との交
点に至り、これから同主要地方道を南西に進んで主要地方道佐
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野行田線との交点に至り、これから同主要地方道を南に進んで
国道３５４号と県道江口館林線との交点に至り、これから同県
道を南に進んで市道２－２５号線との交点に至り、これから同
市道を北西に進んで市道２－２６号線との交点に至り、これか
ら同市道を南に進んで起点に至る線で囲まれた一円の区域
（１，６２０ヘクタール）

八幡川・染谷 北群馬郡榛東村、前橋市及び高崎市の一部で、県道足門前橋 永年 銃器
川特定猟具使 線と主要地方道高崎渋川線との交点を起点とし、これから同主
用禁止区域 要地方道を北に進んで県道南新井前橋線との交点に至り、これ

から同県道を北西に進んで県道新井下室田線との交点に至り、
これから同県道を北西に進んで新保橋に至り、これから八幡川
を東に進んで主要地方道高崎渋川線との交点に至り、これから
同主要地方道を北に進んで前橋市道００－１５０号線との交点
に至り、これから同市道を東に進んで前橋市道１８―０４４号
線と関越自動車道西側道との交点に至り、これから同側道を南
に進んで主要地方道前橋箕郷線との交点に至り、これから同主
要地方道を東に進んで関越自動車道東側道との交点に至り、こ
れから同側道を南に進んで主要地方道足門前橋線との交点に至
り、これから同主要地方道を西に進んで起点に至る線で囲まれ
た一円の区域（７９０ヘクタール）

◎群馬県告示第２８２号

鳥獣保護区設定の告示（昭和５２年群馬県告示第８１７号）の一部を次のように改正し、平成２９年１１月１日

から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表神流湖鳥獣保護区の項中「平成１９年１１月１日から平成２９年１０月３１日まで」を「平成２９年１１月１

日から平成３９年１０月３１日まで」に改め、同表要害山鳥獣保護区の項を次のように改める。

要害山鳥獣 みどり市の一部で、国道１２２号と市道１級１１号線と市 平成１４年１ １ 指定区分 身
保護区 道１級６号線との交点を起点とし、これから市道１級６号線 １月１日から 近な鳥獣生息地

を北に進んで渡良瀬川にかかる新栄橋を経て県道小平塩原線 平成３４年１
との交点に至り、これから同県道を東に進んで福岡橋を経て ０月３１日ま ２ 指定目的 野
市道大間々７１２７号線に至り、これから同市道を南東及び で 生鳥獣の良好な
東に進んで市道大間々７１２６号線との交点に至り、これか 生息地を確保
ら同市道を南に進んで市道１級７号線との交点に至り、これ し、自然とのふ
から同市道を南西及び南に進んで市道大間々７０９９号線と れあいや環境教
の交点に至り、これから同市道を東及び南西に進んで市道大 育の場を確保す
間々７０９８号線との交点に至り、これから同市道を南西及 るため
び南東に進んで大間々カントリークラブとの境界に至り、こ
れから同境界を南東に進んで市道大間々７３２３号線との交
点に至り、これから同市道を南南東に進んで市道大間々７０
６３号線との交点に至り、これから同市道を南南東に進んで
市道大間々７０６４号線との交点に至り、これから同市道を
北東に進んで大間々カントリークラブとの境界に至り、これ
から同境界を南東に進んで市道大間々７０５９号線との交点
に至り、これから同市道を南西に進んで市道大間々７０５３
号線との交点に至り、これから同市道を東に進んで市道大間
々７０５２号線との交点に至り、これから同市道を南に進ん
で市道大間々７０５１号線との交点に至り、これから同市道



14

平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号

を南に進んで県道駒形大間々線との交点に至り、これから同
県道を西及び北西に進んで市道１級１１号線との交点に至
り、これから同市道を北に進んで起点に至る線で囲まれた一
円の区域（１２０ヘクタール）

表備考を削る。

◎群馬県告示第２８３号

鳥獣保護区設定の告示（昭和６２年群馬県告示第８２５号）の一部を次のように改正し、平成２９年１１月１日

から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表花見ヶ原鳥獣保護区の項中「赤面国有林利根下流森林計画区４２５林班」を「利根下流森林計画区赤面国有林

４２５林班」に、「平成１９年１１月１日から平成２９年１０月３１日まで」を「平成２９年１１月１日から平成

３９年１０月３１日まで」に改める。

◎群馬県告示第２８４号

指定猟法禁止区域の指定の告示（平成１６年群馬県告示第５５５号）の一部を次のように改正し、平成２９年１

１月１日から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

本文中「鉛製散弾」を「鉛製銃弾」に改め、表利根大堰指定猟法禁止区域の項中「県道足利邑楽行田線」を「主

要地方道足利邑楽行田線」に、「大里郡」を「熊谷市」に改める。

◎群馬県告示第２８５号

銃猟禁止区域の指定の告示（平成１９年群馬県告示第３７７号）の一部を次のように改正し、平成２９年１１月

１日から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表新里町山上・鶴ヶ谷特定猟具使用禁止区域の項中「平成２４年１１月１日から平成２９年１０月３１日まで」

を「平成２９年１１月１日から平成３４年１０月３１日まで」に改める。
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◎群馬県告示第２８６号

銃猟禁止区域の指定の告示（平成２０年群馬県告示第４１９号）の一部を次のように改正し、平成２９年１１月

１日から施行する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

表千代田町利根川西特定猟具使用禁止区域の項及び大泉町利根川西特定猟具使用禁止区域の項中「平成２０年１

１月１日から平成２９年１０月３１日まで」を「平成２９年１１月１日から平成３９年１０月３１日まで」に改め

る。

◎群馬県告示第２８７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ４６２号 藤岡市譲原字柴原１２１１番の１地先 前 ９．５～１６．１ １７６．４
から同市同字同１２８６番の１地先ま
で 後 ９．５～２６．２ １８０．０

◎群馬県告示第２８８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 ２５４号 高崎市吉井町本郷字道六神４番の１地先から同市同字親 平成２９年９月２９日
王町９４９番の１地先まで
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◎群馬県告示第２８９号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

芹田地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から７号までを順次結んだ線及び標柱７号と１号を結んだ線に囲まれ

た土地の区域

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 町村 大字 字 地番

１ 富岡市 下黒岩 西ノ谷 ４８３番

２ 同 同 同 ４８６番

３ 同 同 芹田 ５１７番１

４ 同 同 同 ５２６番３

５ 同 同 同 ５３０番

６ 同 同 同 ４８８番

７ 同 同 同 ４９８番

この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県富岡土木事務所において縦覧に供する。

◎群馬県告示第２９０号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

芹田地区急傾斜地崩壊危険区域（追加）

次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から８号までを順次結んだ線及び標柱８号と１号を結んだ線に囲まれ

た土地の区域

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 町村 大字 字 地番

１ 富岡市 下黒岩 芹田 ５３８番１

２ 同 同 同 同

３ 同 同 同 ５３７番１

４ 同 同 同 ５３６番１

５ 同 同 同 ５３５番４

６ 同 同 同 ５３５番１

７ 同 同 同 ５３０番

８ 同 同 同 ５２８番

この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県富岡土木事務所において縦覧に供する。



17

平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２９年９月１１日

２ 特定非営利活動法人の名称 ＮＰＯ法人いせさきはぐろサロン

３ 代表者の氏名 櫻場一典

４ 主たる事務所の所在地 伊勢崎市羽黒町四丁目４番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、生活困窮者等、並びにその家族などが地域で自立して生活していける社

会の実現を図るために必要な事業を行い、不特定多数の人々の利益の増進に寄与することを目的とする。又、こ

れらの活動に企業・団体・個人等が参加することにより安全で活力あるまちづくりの建設と経済活動の活性化に

寄与することを目的とする。

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を上野村役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

多野郡上野村大字野栗沢字川戸頭７３８、字瀬戸９１２の２、字桐久 黒澤一史
保９６８

多野郡上野村大字野栗沢字チノ沢７４７、字桐久保９５４、甲９５５ 黒沢千代子

多野郡上野村大字野栗沢字休石７５０、７５１、字瀬戸９０５の１、 黒澤寬次
９１２の１、字狐久保９１３

多野郡上野村大字野栗沢字休石７５２、字平松甲８７５ 黒沢やま

多野郡上野村大字野栗沢字明ツミド７６４の１ 黒沢竹次郎

多野郡上野村大字野栗沢字ソタノソリ７６２、字彦子反り７７３、字 黒沢てる
一ノ小屋甲８００、乙８００、字孫子畑８０７

多野郡上野村大字野栗沢字一ノ小屋７７４、７７５ 黒澤喜美惠

多野郡上野村大字野栗沢字一ノ小屋７９５ 黒澤峒
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多野郡上野村大字野栗沢字水ノ岩８６５、８６８の３、字瀬戸９１０ 黒澤勝衛

多野郡上野村大字野栗沢字瀬戸甲９１１ 黒澤槌松

多野郡上野村大字野栗沢字狐久保９１４、９１５、９２７ 黒澤理作

多野郡上野村大字野栗沢字狐久保９１９の１ 黒澤光雄

多野郡上野村大字野栗沢字白岩９４６ 黒澤竹次郎

多野郡上野村大字野栗沢字桐久保甲９６６ 黒澤峯次郎

多野郡上野村大字楢原字崩３８３、２３５０ 清水竹男

多野郡上野村大字楢原字大地萱２５２６の１、２５２６の２ 相馬房次

多野郡上野村大字楢原字下夏内７５６の１、７５６の２ 髙橋德太郎

多野郡上野村大字楢原字下夏内２６０４、２６０５ 今井久司 共有林

多野郡上野村大字楢原字向山１８９０から１８９２まで 黑澤克支

多野郡上野村大字楢原字日影山２３７７の１、２３７７の２ 斎藤泉

多野郡上野村大字楢原字日影山２３７８の１ 黒沢堯雄

多野郡上野村大字楢原字西沢２４６７の１ 仲澤清春

多野郡上野村大字楢原字西沢２４６９ 仲沢義春

多野郡上野村大字楢原字西沢２４７２の１ 仲澤泰三

多野郡上野村大字楢原字西沢２４７４ 黑沢ふさ

多野郡上野村大字楢原字明ヶ沢３０２０、３０２６ 黒澤虎一郎

多野郡上野村大字楢原字後山２８２４の２から２８２４の５まで 飯出喜七

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字瀬戸９０５の１、字孫子畑８０７、字水ノ岩８６５、８６８の３、字瀬戸９１０、甲９１１、字明ヶ

沢３０２６

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号
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多野郡上野村大字勝山字西平１４４の２ 三木保徳

多野郡上野村大字勝山字西平１４５の１ 丸山進

多野郡上野村大字勝山字西平１４５の２ 田村瀧三郎

多野郡上野村大字野栗沢孫子畑８１１の３ 黒澤喜美惠

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字西平１４５の１、１４５の２、字孫子畑８１１の３

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び上野村役場に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２９年１月１３日群馬県告示第１１号

次の建設業者については、その所在を確知できないので、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条の２

第１項の規定により公告する。

なお、この公告の日から３０日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、同項の規定により当該建設業

者の許可を取り消す。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

商号又は名称 代表者の氏名 主たる営業所の所在地 許可年月日 許可番号

Ｓｏｌａｒ Ｂｏｙｓ コインブラ萬 太田市竜舞町５１２８ 平成２７年１１月２７ 群馬県知事許可（般－
株式会社 吉 日 ２７）第２３７４７号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号
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番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 北群馬郡吉岡町大字大久保字新田入口９４７－１、 前橋市総社町総社１３８１番地１１
９４７－３、９４７－４、９４９－１、９５０－１ アイ・ケイ・ケイ株式会社 代表取締役 岩﨑

一男

２ 邑楽郡明和町大佐貫２４０ 邑楽郡明和町大佐貫２０７番地２
有限会社ダイニチ 代表取締役 田口寿明

３ 邑楽郡明和町大佐貫２６６－３、２６６－４、２６ 邑楽郡明和町新里２６４番地１ カーサプラシ
７－３ ードＡ２０３

増子宗太

４ 邑楽郡邑楽町大字中野字富士ノ腰２３１１－９ 邑楽郡邑楽町大字中野２８０３番地１６ 前原
貸家Ｆ棟
狩野正憲

５ 邑楽郡邑楽町大字中野字荒神８６７－１、８６８－ 邑楽郡邑楽町大字中野２７８７番地７
１ 田中竜太

６ 邑楽郡明和町大佐貫２６７－６ 館林市堀工町１６６８番地 クリスマスローズ
Ｂ－２０３
我那覇隆清

７ 邑楽郡明和町大佐貫２５４－４、２５４－２の一 邑楽郡明和町新里６２２番地１ ア・ラ・モー
部、２５４－２先水路の一部 ドⅠ１０４

江森佐佳栄

平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号
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人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
病
院
局
の
部
専
門
機
関
の
項
中
「
副
院
長
」
を
「
副
院
長

院
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
七
号

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
五
項
中
「
副
院
長
」
の
下
に
「
、
院
長
補
佐
」
を
、
「
循
環
器
内
科
第
四
部
長
」
の
下

に
「
、
心
臓
血
管
外
科
第
三
部
長
」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
表
副
院
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

院
長
補
佐

上
司
の
命
を
受
け
、
医
療
に
係
る
院
内
改
革
に
つ
い
て
院
長
を

補
佐
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
八
号

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
号
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
院
長
補
佐
。
副
院
長
及
び
院
長
補
佐
が
共
に
不

在
の
と
き
は
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
時
は
」
を
「
と
き
は
、
院
長
補
佐
。
副
院
長
及
び
院

長
補
佐
が
共
に
不
在
の
と
き
は
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
医
療
職
給
料
表

の
部
三
級
の
項
中
「
局
長
」
を
「
院
長
補
佐
又
は
局
長
」
に
改
め

る
。別

表
第
五
専
門
機
関
の
項
中
「
局
長
（
」
を
「
院
長
補
佐
及
び
局
長
（
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
病
院
事
業
職
員
旅
費
規
程
及
び
群
馬
県
病
院
局
宿
日
直
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
規
程
の
規
定
中
「
副
院
長
」
の
下
に
「
、
院
長
補
佐
」
を
加
え
る
。

一

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
旅
費
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
号
）
別
表
第

二
７
級
の
項

二

群
馬
県
病
院
局
宿
日
直
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
二
号
）
第
三
条
第

三
項
第
一
号

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号
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平成２９年９月２９日（金） 群 馬 県 報 第９５３８号

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成２９年９月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る物品等の名称、数量、落札者の名称、落札者の所在地及び落札金額

番号 物品等の名称 数量 落札者の名称 落札者の所在地 落札金額

① 除雪ドーザ（１４ｔ級、車輪 １台 コマツ建機販売株式会 群馬県前橋市上 ２１,２２２,０００円
式、サイドスライドアングリン 社関越カンパニー群馬 増田町９０４－
グプラウ） 支店 １４

② 除雪トラック（４×４、路面整 １台 日の丸ディーゼル株式 群馬県前橋市高 ２９,１６０,０００円
正装置付） 会社 井町１－３５－

３２

③ 凍結防止剤散布車（３ｔ級、湿 １台 株式会社日本除雪機製 東京都台東区東 ２０,０８８,０００円
式、４×４） 作所東京支社 上野１－９－７

ＹＴＳビル４階

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 平成２９年９月８日

４ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

５ 入札公告をした日 平成２９年７月２８日

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


